
三条市における空家等対策の推進に関する連携協定書 

 

 三条市（以下「甲」という。）と新潟県弁護士会、新潟県司法書士会、新潟県行政書士会、公益社団法人新潟県宅地建物

取引業協会、新潟県土地家屋調査士会、三条市建設業協会、三条市建築組合、新潟県建築士会三南支部、三条造園建設業協

会、公益社団法人三条市シルバー人材センター、三条市自治会長協議会、一般社団法人全国空き家相談士協会新潟支部（以

下「乙」という。）は、三条市における空家等に関する総合的な対策を推進するため、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙の相互の連携、協力のもと、空家等の発生抑制、活用促進及び適正管理の促進などの総合的な

対策を推進し、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりや地域活性化に資することを目的とする。 
 
（定義） 

第２条 本協定において、空家等とは、三条市空家等及び空地の適正管理に関する条例第２条第１号から第４号に定めると

ころによる。 
 
（連携、協力事項） 

第３条 甲及び乙は、第１条の目的を実現するため、次に掲げる事項について、連携、協力して取り組むものとする。なお、

各号に関する乙が行う基本的な業務内容等については、別表のとおりとする。 

(1) 空家等の適正管理等に係る所有者等への意識啓発、相談に関すること 

(2) 空家等の発生予防や適正管理に関すること 

(3) 空家等の流通及び活用の促進に関すること 

(4) 空家等の権利関係に関すること 

(5) 空家等対策に係る情報の共有及び発信に関すること 

(6) その他、第１条の目的を実現するために必要な事項に関すること 
 

（連絡会の開催） 

第４条 甲及び乙は、前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、必要に応じて連絡会を開催し、情報の共有等に努めるも

のとする。 

２ 連絡会の運営その他必要な事項に関しては、甲及び乙が協議のうえ、別途定めるものとする。 
 

（秘密保持） 

第５条 甲及び乙は、本協定に基づく取組を通じて知り得た秘密について、本協定の期間中はもとより本協定の終了後も第

三者に漏えいしてはならない。ただし、事前に本人の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限り

ではない。 
 
（協定の解除） 

第６条 甲は、乙がこの協定による業務を行わず、事業に支障をきたした場合は、当該団体との協定を解除することができ

るものとする。 

２ 甲は、前項に定める場合のほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体との協定を解除し、又は打ち切

ることができる。 

⑴ その役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代

表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第

２条第６号に規定する暴力団員(以下この項において｢暴力団員｣という。)であると認められるとき。 

⑵ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下この項におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

⑶ その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又

  は暴力団員を利用したと認められるとき。 

⑷ その役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的または積極的に暴力団の維 

 持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

⑸ その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。 

⑹ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号のいずれかに該当することを 

知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 

⑺ 乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の 

契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙が 

これに従わなかったとき。 
 
（個人情報の保護） 

第７条 乙は、本事業の個人情報を取り扱う場合、関係法令を遵守し、管理する。 

２ 甲は、乙より個人情報の提供を受けた場合、個人情報の保護に関する法律及び三条市情報保護条例を遵守し、個

人の権利及び利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱う。 
 
（法令の厳守） 

第８条 本事業の実施に当たり、甲乙は、関係法令を遵守するものとする。 
 

（合意管轄裁判所） 

第９条 本協定に係る訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。 
 

（有効期間） 

第10条 本協定の有効期間は、締結の日から令和４年３月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日ま

でに甲又は乙のいずれかから何らかの申し出がない場合は、さらに１年間更新するものとし、その後も同様とする。 
 

（その他） 

第 11条 本協定に定めのない事項、本協定の内容変更が必要な事項又は本協定に疑義が生じた場合は、甲及び乙が

協議のうえ、定めるものとする。 
 
 本協定の締結を証するため、本書13通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

 

令和４年１月 20日 

 

甲   新潟県三条市旭町２丁目３番１号 

    三条市 

    代表者 三条市長  滝 沢   亮 

 

乙   新潟県新潟市中央区学校町通１番町１番地 

     新潟県弁護士会 

      会 長  若 槻 良 宏 

 

     新潟県新潟市中央区笹口１丁目 11番地15 

     新潟県司法書士会 

      会 長  鈴 木 利 益 

 

     新潟県新潟市中央区笹口３丁目４番地８ 

     新潟県行政書士会 

      会 長  相 羽 利 子 

 

     新潟県新潟市中央区明石１丁目３番 10号 

     公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会 

      会 長  河 端 信 雄 

 

          新潟県新潟市中央区上大川前通６番町 1211番地５ 

              三好マンション鏡橋 ３階 

              新潟県土地家屋調査士会 

               会 長  金 子   仁 



 

     新潟県三条市石上２丁目 14番５号 

     三条市建設業協会 

      会 長  外 山 誠 一 

 

     新潟県三条市東本成寺８番 53号 

     三条市建築組合 

      組合長  永 井 龍 雄 

 

     新潟県三条市桜木町20番19号 

     新潟県建築士会三南支部 

      支部長  髙 橋   清 

 

     新潟県三条市下保内3333 

     三条造園建設業協会 

      会 長  齊 藤   悟 

 

     新潟県三条市旭町２丁目６番 11号 

     公益社団法人三条市シルバー人材センター 

      理事長  野 嵜 義 雄 

 

     新潟県三条市本町３丁目１番４号 

     三条市自治会長協議会 

      会 長  佐 藤   栄 

 

新潟県新潟市中央区万代 1丁目4番33号 

一般社団法人全国空き家相談士協会新潟支部 

      支部長  河 端 浩 通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

 分野 団体名 基本的な業務内容 

１ 法務等 新潟県弁護士会 

相続、成年後見、財産管理、債務整理その

他法律問題全般（紛争解決のみならず紛争

予防や書類の作成を含む）の相談等 

２ 法務等 新潟県司法書士会 

相続等に伴い登記が必要になる場合及び成

年後見、民事の紛争（140万円以内の紛争

解決のみならず紛争予防や書類の作成を含

む）の相談等 

３ 法務等 新潟県行政書士会 
所有者・相続人の調査、利用・活用に伴う

行政への許認可申請や契約に関する相談等 

４ 不動産等 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会 土地・建物の売買、賃貸等 

５ 不動産等 新潟県土地家屋調査士会 土地・建物の表題登記、測量、調査等 

６ 建築等 三条市建設業協会 建物の改修、解体等 

７ 建築等 三条市建築組合 建物の改修、解体等 

８ 建築等 新潟県建築士会三南支部 建物の利活用相談等 

９ 維持管理等 三条造園建設業協会 樹木の剪定、伐採等 

10 維持管理等 公益社団法人三条市シルバー人材センター 空き家の点検管理、草刈り等 

11 地域 三条市自治会長協議会 自治会内の空家の見回り、情報提供等 

12 相談 一般社団法人全国空き家相談士協会新潟支部 空家に関する問題全般の相談等 

 


